
資料２

デマンド交通の停留所の変更について

１ 変更理由

地域の活動拠点施設として４月に供用開始する大崎会館に停留所を設置するとともに、現大崎公
民館が同会館の分館となることから名称を変更し、デマンド交通を利用する周辺住民の利便性の向上
を図るため。

２ 変更内容

停留所番号 現行 新 変更内容

153 第二つくし保育園 大崎会館 移設・名称変更

147 大崎公民館 大崎会館分館 名称変更

３ 変更年月日

令和３年４月１日（木）

４ 地図

至 上野原

至 渡瀬橋

至 篭場

至 三竹

大崎会館

153 (新)大崎会館

147 (新)大崎会館分館

移設・名称変更

名称変更


